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資料４ 

Ⅰ 計画の期間・位置づけ 

「高齢者福祉総合計画」は、墨田区における高齢者福祉施策に関する基本計画であり、老人福

祉法第２０条の８の規定に基づく「市町村老人福祉計画」として策定する計画である。また、「第

６期介護保険事業計画」は、介護保険法第１１７条の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」

として策定する計画である。 

両計画は、高齢者の福祉施策を総合的に推進するため、一体的な計画として策定するものであ

り、３年間を対象期間としている。第６期計画は平成２７年度から平成２９年度、第７期計画は

平成３０年度から平成３２年度までである。 

 

Ⅱ 平成２９年度（墨田区高齢者福祉総合計画 ・第６期介護保険事業計画） 

１ 事業実績 

(１)生きがいづくり・介護予防の推進 

  高齢者の生きがいづくりやセカンドステージ支援事業、介護予防・日常生活支援総合事

業を行うことにより、高齢者が新たな担い手となるしくみづくりを進めた。 

  ・シニア人材バンク登録 77人 

・セカンドステージセミナーの開催 年 4回、参加者数 877人 

  ・生きがい講座の開催 年 6回、参加者数 241人 

  ・総合事業 訪問Ｂ型 

シルバー人材センター 利用者数延 252人、延時間数 1,269時間 

ハートライン２１   利用者数延 118人、延時間数 500時間 

  ・地域リハビリテーション専門職による介護予防取組支援 377回 

(２)生活支援サービスの充実 

  社会福祉協議会やシルバー人材センターによる取組、ボランティアの育成を行うととも

に、高齢者の多様な生活支援ニーズに対応するためのしくみづくりを進めた。 

  ・すみだハート・ライン 21事業 協力会員 176人,利用会員 258人,活動時間 8,001時間 

  ・介護支援ボランティア・ポイント登録 196人、活動登録施設の拡大 47→49施設 

  ・生活支援コーディネーターの配置 

第１層（高齢者福祉課 2人、社会福祉協議会 1人）3人、 

第２層（高齢者支援総合センター8人、シルバー人材センター1人）9人  

(３)ひとり暮らし高齢者等への支援と地域での支えあいの推進 

  ひとり暮らし高齢者等が安心して住み慣れた地域で生活できるよう各種サービスを実施

するとともに、民生・児童委員、町会・自治会、老人クラブ等の地域力による見守りネット

ワークのさらなる充実を図った。 

  ・緊急通報システム 年度末設置台数 1,264台 

  ・食事サービス 年度末登録者数 2,666人 延配食数 291,514食 

  ・見守り協力員研修会 年 5回、同勉強会 年 33回実施 

(４)医療と介護の連携強化 

在宅医療・介護連携推進協議会を設置し、在宅医療・介護連携の現状や課題等を検討する

とともに、在宅療養高齢者への支援、医療・介護に関わる多職種連携を推進した。 
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・在宅医療・介護連携推進協議会の開催 2回、 

情報共有ツール検討部会の実施 3回（情報共有ツール案作成） 

・高齢者支援総合センタ－・医療機関担当者会議 1回開催 

・多職種研修会 2回 

・医療と介護の連携研修（ケアマネマネジャー向け）4回 参加者 328名 

(５)認知症ケアの推進 

認知症ケアパス（認知症の状態に応じた適切な医療や介護サービスの提供体制）の構築を

進めるとともに、認知症高齢者が住み慣れた地域で生活し続けることができるよう相談体制

の整備を進めた。 

・認知症ケアパス改訂版の配布（平成 28年に 5,000部作成） 

・すみだ認知症ほっとダイヤルの開設 相談件数延 26件 

・認知症地域支援推進員 高齢者支援総合センター８か所に配置 

(６)介護サービスの質の向上 

  介護の日記念行事を実施し、介護に係る資料展示や資料配布など、介護全般に関する情報

提供を行うとともに、介護給付の適正化の取組を進め、介護サービス事業所に対する実地指

導・集団指導を行った。 

  ・介護のおしごと合同説明会 １回開催、参加事業者 20社、 参加求職者延 40名 

  ・給付費通知郵送 年 2回 計 19,166件 

  ・外国人介護従事者日本語学習支援 教室 115回、延参加者数 599人 

(７)自分にあった施設、住まいの選択 

  特別養護老人ホームの入所待機者の解消のために、東墨田地区で 1か所の整備を進めた。

また、都市型軽費老人ホームの 6棟目を開設し、高齢者が自宅で自立した生活を営むことが

できるよう住宅改修助成制度の利用を推進した。 

  ・都市型軽費老人ホームの整備 １棟（20床）開設、計 6棟（120床） 

  ・住宅改修（バリアフリー化）助成 予防改修 276件、設備改修 190件 

 

２ 事業評価 

事業数及び評価          

Ａ：計画どおり進んでいる場合 Ｂ：計画に遅れが生じている場合 その他：計画の見直し等の必

要が生じている場合 

 ※：平成 29年度廃止・統合となった事業を除く。 

評価「Ｂ」事業一覧 

№ 
事業

番号 
事業名 説  明 主管課 

1 68 
緩和した基準による

通所型サービス 

サービス提供事業者数が予定より伸び悩

んでいる。 

介護保険課 

 

 

 

 

 

 

             評価 

事業数 
Ａ Ｂ その他 

計画書掲載事業数 192事業 ※ 187事業 1事業 4事業 
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評価「その他」事業一覧 

№ 
事業

番号 
事業名 説  明 主管課 

1 40 

介護軽度者に対する

ホームヘルプサービ

ス 

総合事業の開始により、事業の整理等の見

直しを行う。 

介護保険課 

2 89 
からだ元気アップ教

室 

事業終了。同会場にて、既存事業での運

動指導等を実施する。 

高齢者福祉課 

3 116 
認知症電話相談 相談件数が減少しているため、ＰＲ強化を

図り、事業内容の見直しを行う。 

高齢者福祉課 

4 123 

事業利用料等貸付サ

ービス 

【高額介護サービス費等貸付事業】 

平成 29年度の実績はないが、事業者が受領

委任払いに対応できない場合に備え、事業

を継続する。 

介護保険課 

 

３ 目標と実績についての分析 

192 事業のうち、Ａ評価が 187、Ｂ評価 1、その他が 4 となっており、全体の約 97％がＡ

評価であることから本計画の進捗状況は、概ね計画どおり進んでいるといえる。 

 

Ⅲ 平成３０年度（墨田区高齢者福祉総合計画 ・第７期介護保険事業計画） 

１ 事業計画 

(１) 生きがいづくりの支援 

  社会福祉協議会やシルバー人材センターを活用した取組を進めるとともに、高齢者が様々

な担い手として地域で活躍できるしくみを充実させる。 

(２) 介護予防・重度化防止の推進 

  介護予防普及啓発や食育啓発事業を行うとともに、高齢者が自ら介護予防に取り組み、継

続できるよう支援するしくみや、健康づくりから介護予防まで、途切れることなく一貫して

取り組めるしくみを検討する。 

(３) 生活支援サービスの充実 

  ボランティア、ＮＰＯ等による生活支援サービスの提供体制の整備や、地域の社会資源を

活用した提供体制を充実させ、地域が必要とするサービスの担い手の養成を進めていく。 

(４) ひとり暮らし高齢者等への支援と地域での支え合いの推進 

民生・児童委員、町会・自治会、老人クラブ等の地域力による見守りネットワークのさら

なる充実を図るとともに、区民や関係機関との協働により、権利擁護事業や成年後見制度等

の普及啓発と利用促進を図る。 

(５) 医療と介護の連携強化 

在宅医療・介護連携推進協議会を通じて、在宅医療・介護連携の課題抽出や課題解決に向

け検討を行うとともに、在宅療養高齢者への支援、医療・介護に関わる多職種連携を推進す

る。 

(６) 認知症ケアの推進 

  認知症初期集中支援チームを設置し、早期診断・早期ケアにつなげるとともに、認知症ケ

アパス（認知症の状態に応じた適切な医療や介護サービスの提供体制）のさらなる充実を進
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める。また、認知症地域推進員が定期的な相談の場を設け、認知症が疑われる高齢者等の支

援を行う。 

(７) 介護サービスの質の向上 

  介護人材は地域包括ケアシステムの構築に不可欠であるので、介護サービスの担い手とな

る人材の確保・育成を進めるとともに、介護給付の適正化の取組を進め、介護サービス事業

所に対する実地指導・集団指導を行っていく。 

(８) 自分にあった施設、住まいの選択 

   住宅部門と福祉部門との連携を強化し、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し続け

る施策を展開する。また、特別養護老人ホームの入所受入を促進し、入所期間の短縮に努

める。 

 

 

２ 事業計画に対する考え方 

今後の高齢者人口の動向を踏まえ、いわゆる団塊の世代が 75歳以上の後期高齢者となる 2025

年を見据え、中長期な視点に立った施策の展開、地域包括ケアシステムの構築を進める必要があ

る。 

平成 30年度は、第 7期計画の初年度として計画に掲げた事業を確実に実施していく。地域包

括ケアシステムの充実のため、５つの視点（①在宅医療②介護サービスの充実③介護予防④住ま

いの整備⑤日常生活支援）による取組を包括的・継続的に実施していくとともに、特に介護予防・

日常生活支援総合事業や在宅医療・介護連携、認知症施策を円滑に推進できるよう関係機関と密

接に連携していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


